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こく

分
ぶん

寺
じ

市
役
所
へ
の
申
し
込
み・問
い
合
わ
せ
の
時
間
は
、
特
記
が
な
い
場
合
は
月
〜
金
曜
日
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時
（
正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く
）
の
受
付
と
な
り
ま
す
。

暮
ら
し

無
料
相
談

放射線等測定結果　11月1日～30日に、市施設等の放射線等測定を行いました。いずれも各基準値以下でした。詳しくは、市ＨＰをご覧ください

し
ん
ま
ち
保
育
園

民
営
化
法
人
を
決
定

平
成
３２
年
４
月
１
日
か
ら
市
立
し

ん
ま
ち
保
育
園
を
民
設
民
営
化
し
ま

す
。
厳
正
な
審
査
の
結
果
、
次
の
通

り
民
営
化
法
人
を
決
定
し
ま
し
た
。

今
後
、
法
人
と
協
力
し
、
丁
寧
な
引

き
継
ぎ
を
行
い
ま
す
。

法
人
名
（
社
福
）
清
心
福
祉
会
（
八

王
子
市
左
入
町
３７３
―
１
）

�

→
子
ど
も
若
者
計
画
課
（
内
４３９
）

平
成
３１
年
度

ヘ
ル
パ
ー
派
遣
事
業

委
託
事
業
所
を
募
集

平
成
３１
年
度
の
①
育
児
支
援
ヘ
ル

パ
ー
事
業
と
②
ひ
と
り
親
家
庭
ホ
ー

ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
委
託
先

団
体
を
募
集
し
ま
す
。

事
業
概
要
①
近
隣
で
育
児
協
力
を
得

ら
れ
ず
、
育
児
支
援
を
必
要
と
す
る

家
庭
に
対
し
、
ヘ
ル
パ
ー
を
派
遣
し

て
育
児
支
援
・
家
事
支
援
を
行
う
②

日
常
生
活
に
著
し
い
支
障
の
あ
る
ひ

と
り
親
家
庭
に
対
し
、
ヘ
ル
パ
ー
を

派
遣
し
て
育
児
支
援
・
家
事
支
援
を

行
う
t
①
看
護
師
・
保
育
士
・
介
護

福
祉
士
、
旧
訪
問
介
護
員
養
成
講
習

２
級
以
上
の
修
了
者
、
介
護
職
員
初

任
者
研
修
修
了
者
の
い
ず
れ
か
の
資

格
を
持
つ
ヘ
ル
パ
ー
を
派
遣
で
き
る

事
業
所
②
保
育
士
・
旧
訪
問
介
護
員

養
成
講
習
３
級
以
上
の
修
了
者
、
介

護
職
員
初
任
者
研
修
修
了
者
、
当
事

業
１
年
以
上
の
経
験
者
の
い
ず
れ
か

の
資
格
を
持
つ
ヘ
ル
パ
ー
を
派
遣
で

き
る
事
業
所
m
１
月
１８
日
㈮
ま
で
に

電
話
・
v�

０
４
２
・
５７２
・
０
４
８
１

ま
た
は
akodomokatei@city.

kokubunji.tokyo.jp

で
子
ど
も

家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
ぶ
ん
ち
っ
ち
へ

→
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
ぶ
ん

ち
っ
ち
☎
０
４
２
・
５７２
・
８
１
３
８

後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証
を
郵
送

７５
歳
に
な
る
方
へ

７５
歳
の
誕
生
日
か
ら
、
原
則
す
べ

て
の
方
が
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
ま
す
。
誕
生
月
の
前
月
中
旬

に
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
を

郵
送
し
ま
す
。
保
険
料
は
７５
歳
に
な

っ
た
月
か
ら
月
割
と
な
り
、
誕
生
月

の
翌
月
に
納
入
通
知
書
を
郵
送
し
ま

す
。
た
だ
し
、
４
・
５
月
が
誕
生
月

の
方
は
、
住
民
税
賦
課
決
定
後
の
７

月
に
郵
送
し
ま
す
。

�

→
保
険
年
金
課
（
内
３１９
）

医
療
費
等
通
知
書
を
郵
送

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

健
康
と
医
療
に
対
す
る
認
識
を
深

め
る
と
と
も
に
、
診
療
日
数
等
の
受

診
内
容
に
誤
り
が
な
い
か
を
確
認
し

て
も
ら
う
た
め
、
医
療
費
等
通
知
書

を
１
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
通
知

書
に
は
診
療
年
月
、
医
療
機
関
等
の

名
称
、
医
療
費
の
総
額
（＊）
・
自
己
負

担
分
な
ど
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

t
平
成
２９
年
７
月
～
３０
年
８
月
に
①

医
療
費
の
総
額
が
５
万
円
を
超
え
る

月
が
あ
る
方
②
柔
道
整
復
・
針
・
き

ゅ
う
・
あ
ん
ま
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
・
治

療
用
装
具
な
ど
の
い
ず
れ
か
の
施
術

や
支
給
が
あ
る
方

（＊）
医
療
機
関
等
の
窓
口
で
の
自
己
負

担
分
（
１
割
ま
た
は
３
割
）
と
保
険

者
負
担
分
を
合
わ
せ
た
額

�

→
保
険
年
金
課
（
内
３１９
）

市
民
活
動
団
体
の
た
め
の

利
子
補
給
制
度

こ
く
ぶ
ん
じ
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

に
登
録
し
て
い
る
市
民
活
動
団
体

が
、
活
動
・
事
業
の
支
援
を
目
的
に

金
融
機
関
か
ら
受
け
た
融
資
に
対
し

償
還
し
た
利
子
の
一
部
を
補
給
し
ま

す
。

利
子
補
給
額
平
成
３０
年
４
月
１
日
～

３１
年
３
月
３１
日
㈰
に
償
還
し
た
利
子

額
の
６０
％
利
子
補
給
期
間
融
資
を
受

け
た
資
金
の
償
還
開
始
日
か
ら
５
年

以
内
t�

５００
万
円
以
下
の
融
資
で
、
年

利
が
５
％
以
下
の
も
の
m
１
月
４
日

㈮
～
２
月
２８
日
㈭
（
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
）
午
前
８
時
３０
分
～
午

後
５
時（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

に
必
要
書
類
を
直
接
協
働
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
課
（
本
町
４
―
１
―
９
本
町
ク
リ

ス
タ
ル
ビ
ル
４
階
）
へ
募
集
要
項
配

布
協
働
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
課
で
※
市
ＨＰ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

→
協
働
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
課
☎
０
４

２
・
３２５
・
１
９
９
１

平
成
３１
年
度
実
施

公
募
型
協
働
事
業
実
施
団
体

（
委
託
先
団
体
）を
募
集

平
成
３１
年
度
に
実
施
す
る
公
募
型

協
働
事
業
の
委
託
先
と
な
る
市
民
活

動
団
体
を
募
集
し
ま
す
（
右
下
表
参

照
）。
委
託
先
団
体
は
、
書
類
審
査

と
協
働
事
業
審
査
会
で
の
内
容
審
査

（
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
・
質
疑
）

で
選
定
し
ま
す
。

m
１
月
４
日
㈮
～
２２
日
㈫
に
右
下
表

の
担
当
課
へ
連
絡
の
う
え
、
直
接
担

当
課
へ
募
集
要
項
配
布
担
当
課
で
※

市
ＨＰ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

公募型協働事業実施団体（委託先団体）募集事業
事業名 概　要 担当課

ぶんじ
デザインラボ
協働事業

官民連携の視点を取り入れたまちづくりを担う人
材の育成のための連続講座の企画・運営を行う。
講座は、①まちづくりを主体的に実践するプレー
ヤーとまちづくりコーディネーター育成②相談員
育成の2コースを実施。また、①のプレーヤーが
まちづくりを実践するサポートを行う

まちづくり推進課
（市役所第2庁舎）
（内456）

市職員ＮＰＯ派遣
研修業務委託

市職員を地域のＮＰＯ活動現場に派遣し、ＮＰＯ
の活動に従事して活動内容や組織等を知る。この
研修を実施する市民活動団体を募集し、受託団体
が派遣先ＮＰＯの募集、受け入れ先の調整などを
行う

協働コミュニティ課
（本町4-1-9

本町クリスタルビル4階）
☎（042）325-1991

→
協
働
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
課
☎
０
４

２
・
３２５
・
１
９
９
１

オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン

出
張
相
談

１
月
２２
日
㈫
午
前
９
時
～
正
午

本
町
・
南
町
地
域
セ
ン
タ
ー

自
身
の
利
害
に
係
る
市
の
業
務
や

職
員
の
行
為
に
対
し
て
の
苦
情
の
申

し
立
て
を
、
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
が

公
正・中
立
な
立
場
で
検
討
し
、必
要

に
応
じ
て
市
に
対
応
を
促
し
ま
す
。

m
電
話
で
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
事
務

局
へ
※
当
日
は
本
町
・
南
町
地
域
セ

ン
タ
ー
☎
０
４
２
・
３２６
・
１
７
０
０

へ→
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
事
務
局
（
政

策
法
務
課
内
）（
内
５５９
）

１月の無料相談〔祝日、１日（祝）～3日（木）を除く〕（＊）印は予約制
内　容 日　程 時　間 会　場 問い合わせ

法律相談（＊） 火・金曜日
〔29日（火）を除く〕

午後1時30分～
4時30分

政策法務課
市民相談室

（市役所第4庁舎）
（内222）

※法律相談は、同一案件につき
1回のみ

税務相談（＊） 16日・30日（水）
登記相談（＊） 7日・2月4日（月）
不動産・空き家等相談（＊） 21日（月）
行政苦情相談（＊） 9日（水）
遺言・相続などの書類
作成相談（＊） 28日（月）

年金・労災・雇用保険・
労務相談（＊） 17日（木）

マンション管理相談（＊） 24日（木）
交通事故相談（＊） 10日（木） 午後1時30分～4時

消費生活相談 月～金曜日 午前9時30分～正午
午後1時～3時30分

消費生活相談室
（市役所第4庁舎）

経済課
（内224）

教育相談
（面談は予約制） 火～土曜日 午前10時～午後5時

（木曜日は7時まで）

「電話相談」専用電話（随時）
☎（042）573―4375
教育相談室（予約電話）
☎（042）573―4376

内　容 日　程 時　間 会　場 問い合わせ

身近な人権相談（＊） 10日（木） 午後1時～4時

男女平等推進
センター相談室
（ひかりプラザ内）

人権平和課
☎（042）573―4378女性法律相談（＊） 17日（木） 午後1時30分～

4時30分女性のためのカウンセリング（＊） 8日・22日（火）

女性の悩みごと相談
（女性への暴力など）

月～金曜日

午前9時～正午
午後1時～5時

（受付＝4時まで）

人権平和課
相談専用電話
☎（042）573―4342犯罪被害者等支援相談

母子父子・女性
福祉相談（＊）

午前9時～午後5時
（受付＝4時まで）

生活福祉課（市役所第2庁舎）
（内533）

心の健康相談（＊） 10日（木） 午後1時30分
～4時30分 いずみプラザ 障害福祉課

（内522）

オンブズパーソンへの
面談による申立日（＊） 火曜日 午前9時～正午

オンブズパーソン
相談室

（市役所第4庁舎）
オンブズパーソン事務局
（内559）

高齢者就業相談
tおおむね60歳以上 月～金曜日 午前9時

～午後4時30分 福祉センター シルバー人材センター
☎（042）325―4011

ふくし法律相談（＊） 24日（木） 午後1時30分～
4時30分 権利擁護センターこくぶんじ

☎（042）580―0570成年後見専門相談（＊） 10日（木）

福祉サービス総合相談 月～金曜日 午前9時～午後5時

今月の市税

税　目 納期限
市・都民税（第4期） 1月31日（木）国民健康保険税（第7期）

お近くの金融機関などで納付をお願いします
〔ゆうちょ銀行（郵便局）では納期限後は納付
できません〕／市税を納付いただくときは、税
目・期別を確認してください／市税の納付は、
便利な口座振替をご利用ください／バーコー
ド・確認番号などが付いている納付書はコン
ビニエンスストア・モバイルレジ・クレジット
カード（インターネット利用）でも納付いただ
けます（納期限まで）。詳しい納付方法はお問
い合わせください

→納税課（内553）

日　時 1月27日（日）
午前8時30分～午後5時

場　所 納税課（市役所第1庁舎）

　市税のほか、納期限内のもので納付書
をお持ちいただいたものに限り、負担金・
使用料なども納付できます。また、納税
相談もできます。

■休日納税窓口

場所・内容
市民課（市役所第1庁舎） 保険年金課（同庁舎）

証明発行、印鑑登録、
転入・転出手続き 個人番号カード交付 国民健康保険・国民年金に

関する手続き（一部）

日時
12日（土）午前9時～正午

× 27日（日）
午前8時30分～午後4時30分 ×

※�第1・3日曜日午前8時30分～午後5時に、ｃｏｃｏｂｕｎｊｉ市民サービスコーナー（ｃｏｃｏｂｕｎｊｉ ＷＥＳＴ5階）で証
明発行、予約図書の受け渡し、一部の申請書等の預かりなどを行っています
※詳しくはお問い合わせください。市ＨＰからも確認できます

→市民課（内311）／保険年金課（内314）／ ｃｏｃｏｂｕｎｊｉ市民サービスコーナー☎（042）329-4121

１ 月の休日窓口・個人番号カード休日交付窓口

今月の保険料

今月は次の保険料の納期です。
後期高齢者医療保険料　6期

納期限　1月31日（木）

保険料名 後期高齢者医療保険料

問い合わせ 保険年金課
（市役所第1庁舎）（内319）


